
高齢者の「障害者控除対象者認定書」の交付について 
所得税や住民税の申告において、身体障害者手帳等の交付を受けていない

場合でも、６５歳以上の高齢者で、要介護認定等の資料を基に「障害者に準

ずる者」として認められれば、対象者又は対象者を扶養している方が、障害

者控除又は特別障害者控除を受けることができます。  

 

※ 下関市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。  

※ 既に身体障害者手帳等の交付を受けている方は、申告の際に手帳を提示

することで同様の控除を受けることができます（手帳の等級によっては申請

をした方がよい場合があります）。 

※ 申告をする必要のない方は、認定申請の必要はありません。  
 

■対象者  令和６年１２月３１日現在（亡くなった方については、亡くなっ

た日）において、次の基準に該当する６５歳以上の高齢者 
障害者区分 基    準 

障害者 
知的障害者（軽度、中度）と同程度の状態 

身体障害者（３級～６級）と同程度の状態 

特別障害者 

知的障害者（重度）と同程度の状態 

身体障害者（１級、２級）と同程度の状態 

ねたきり高齢者 

■申請窓口  長寿支援課、各総合支所市民生活課及び本庁管内の各支所 
■受付開始日 令和７年１月６日（月） 

（令和５年分以前については随時受け付けています。） 
■申請する際に必要なもの   

申請書及び次の表に記載するもの 【代理人が記入する場合も同様です。】 

申請者 申請書以外に必要なもの 認定書の送付先 

対象者 ・対象者の介護保険被保険者証 対象者 

対象者の親族 
・対象者の介護保険被保険者証      

・対象者の親族の方の身分証明書 
対象者の親族 

※  介護保険被保険者証及び対象者の親族の方の身分証明書について、原本を持ってく

ることが困難な場合は、写しでも構いません。 

■注意事項 

   認定基準日（令和６年１２月３１日現在（亡くなった方については、亡く

なった日））において、要支援又は要介護認定のない高齢者の方は、次の

とおり医師の診断書が必要です。 
①  認定基準日において引き続き６か月以上ねたきりの状態の高齢者  

→ 様式第２号「診断書（提出用）」の提出が必要です。  
②  ①に該当しない高齢者  

→ 様式第３号「障害者控除対象者認定用診断書」の提出が必要です。 
 
※ 診断書の様式は窓口にありますが、ホームページからダウンロードして

いただくこともできます。  
※ 詳細は、長寿支援課（電話：０８３－２３１－１３４０）へお問い合わ

せください


